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国際連合は，2012年第66会期国連総会決

議において，本年（14年）を「国際家族農

業年
（注1）
」とすることを決定した。なぜ今「家

族農業」なのであろうか。また，そのこと

はわが国の農業を考えるうえでどのような

意味を持つものであろうか。

以下，本稿においてはまず，国連が家族

農業年の決議を行った背景とその意味を概

観し，さらに，そのことがわが国の今後の

農業のあり方，特に現在急速な展開を見せ

ている農業政策のあり方に対してどのよう

な意味を持つものであるかを考えてみるこ

ととしたい。
（注 1） 2014 International Year of Family 
Farming：日本語版国連ホームページにおいて
は，仮訳として「国際農家年」との表記も見ら
れるが，FAOホームページにおいては「国際家
族農業年」とされている。訳としては「家族農業」
がより適切と思われることから以下では「家族
農業」を用いる。

（1）　増加する世界の飢餓人口

今回国連が家族農業年を決定した背景と

して最も重要であるのは，国際的な飢餓問

題にいかに対処すべきか，という問題意識

であろう。

2000年に開催された国連ミレニアムサミ

ットによる「ミレニアム開発目標」（以下

「開発目標」という）においては，飢餓に苦

しむ人口の比率を2015年までに1990年対比

で半減することが決定されている。しかし，

現状はこの目標の達成は極めて難しい情勢

にあり，特に07年以降に生じた世界的な穀

物価格の急騰とその後の景気後退は，その

達成を著しく困難なものとした。

08年９月のFAO（国際連合食糧農業機関）

推計によれば，03～05年において，慢性的

な飢餓状態にある人の数は全世界で８億

4,800万人とされ，これは開発目標の基準年

次である90～92年の８億4,200万人と対比し

て600万人の増加であった。

その後，08年12月，FAOが発表した推

計によれば，食糧価格の高騰により新たに

約4,000万人が飢餓に陥ったとされている。

さらに，08年以降の世界的な景気後退局面

において，飢餓人口は一層増加し，09年に

は10億人を突破したとみられている。10年

以降はやや減少を示しているものの，目標

の飢餓人口削減はまず不可能な情勢といえ

よう。
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するといった手法がはるかに容易であろう。

事実，07年以降の穀物価格急騰を契機と

して，アフリカ，アジア等の地域に対する

国際的な農業投資は急速に拡大していた。

国連がそうした大規模農業プロジェクトの

推進ではなく，あえて「家族農業」への支

援を打ち出した背景には，それら国々の基

本的なあり方としてどういった農業構造が

望ましいかという，より長期的な視点が強

く働いていたものといえよう。

国連のそうした姿勢は，近年FAO等か

ら公表された幾つかのレポートに反映され

ている。その一例をあげると，まず12年11

月，FAOが発表した「開発途上国の農業

への海外投資の動向と影響
（注2）
」がある。同報

告は，近年その動向に大きな注目が集まり，

一部の市民団体等からは「土地収奪」（Land 

grab）との批判がなされてきた国際的な大

規模農業投資について，投資受け入れ国に

どのような波及効果が生じたかを分析した

ものである。

同報告によれば，「数々の研究が開発途

上国での大規模土地買収の悪影響を実証し

ている」とし，「土地買収を伴う投資は，地

域コミュニティに対するメリットよりも，

デメリットの方がはるかに大きい」と断じ

ている。また，多くのプロジェクトは輸出

市場向け，またはバイオ燃料向けであり，

むしろ投資受け入れ国の食料安全保障に脅

威をもたらす可能性があると指摘されてい

る。しばしば多くの自由化論者によって指

摘されるトリクルダウン効果
（注3）
に関しても

「創出される雇用の持続性に疑問」がある

こうした飢餓人口の削減と密接な関連を

持つのが貧困の削減という課題である。そ

もそも飢餓の削減と貧困の削減は開発目標

の中でも同一の目標グループ内に掲げられ

ており，貧困（１日１ドル以下での生活者）

の削減も，飢餓と同様に90年対比半減とさ

れている。

飢餓の原因として，貧困が大きな要素で

あることは疑うべくもないが，一方で飢餓

による栄養失調が活力の低下，学習意欲の

低下等を通じて教育機会を奪い，貧困を再

生産するという悪循環をもたらしている。

こうした負の連鎖が最も顕著にみられる

のが，アフリカ，アジア等の小規模農業者

であり，「国際家族農業年」の決定におい

ては，これらの農業者の自立を支援するこ

とにより，貧困と飢餓の悪循環を断ち切る

ことが大きな目標とされているのである。

（2）　大規模農業プロジェクトの波及

効果への疑問

しかし，家族農業を支援すべき，という

今回の国連の考え方の背景には，単に貧困

と飢餓に対する直接的な対策としての問題

意識以上のものが存在している。そもそも，

極めて多数の小規模な家族農業を支援し，

投資を促し，その自立を図っていくために

は，教育，技術普及，金融等，様々な社会

的インフラも必要となり，多大な努力と長

期にわたる持続的な援助が必要となる。単

に，短期的な食料の増産，貧困の改善のみ

を目指すのであれば，海外から大規模な投

資を誘致し，大型農業プロジェクトを展開
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今回の家族農業年の背景には，貧困・飢

餓問題に加えて，こうした全世界的な農業

システムの不安定化への懸念があり，農民

自身がその恩恵を受ける農業として，また

持続可能な農業のあり方として，家族農業

の価値を見直すべきとの考え方が強くある

ものといえる。したがって，その問題提起

は開発途上国における問題に限られるもの

ではなく，先進国を含めた全世界的な課題

であり，わが国においても考慮されるべき

問題であるものといえよう。
（注 4） FAOによる「劣化」の定義には生物多様性
の喪失といったエコシステムへの影響も含む。

（1）　見直される家族農業の価値

今回の家族農業年の決定に際し，その理

論的基礎，政策の方向性を得るため，CFS

（世界食料安全保障委員会
（注5）
）は専門家ハイレ

ベルパネル
（注6）
に対し，小規模経営の農業投資

に関する報告書をまとめるよう求め，パネ

ルは13年「食料安全保障のための小規模経

営への投資」と題する報告書を提出した。

以下では，同報告書の内容を中心とし，そ

こで家族農業の価値がどのように認識され

ているかをみていくこととしたい（なお，

本報告書は，現在翻訳作業を終え14年２月に

は農山漁村文化協会から『家族農業の今日的

価値』（仮題）として出版の予定である）。

同報告書では，まず，小規模経営
（注7）
とはど

のように定義されるものであるかを述べて

とし，単純労働でさえ，域外からの労働に

独占される，といった事例があげられてい

る。
（注 2） 以下，引用はFAO日本語版ホームページの
ニュースリリースによる。

（注 3） 新自由主義論者の主要な主張の一つであり，
富める者が富むことにより，次第にその恩恵が
貧しい者にも均霑していく，という考え方。

（3）　自然資源劣化への懸念

こうした地域への波及効果への疑問に加

え，大規模集約化農業自体への懸念も強い。

上記報告書の中にも触れられているが，集

約化農業がもたらす土地，水，生物多様性

などの自然資源の劣化に対する懸念である。

そうした懸念は，FAOから11年11月に発

表された「食料と農業のための世界土地・

水資源白書」においても詳細に述べられて

いる。

同白書は土地の劣化
（注4）
に関し，全世界の土

地資源のほぼ４分の１が非常に劣化，中程

度のものを含めると，約３分の１が劣化し

ているとしている。水資源については，地

下水の塩類化と汚染，水系やエコシステム

の劣化が進んでおり，世界の主要産地にお

ける集約的な地下水の利用が帯水層の貯水

量低下をもたらし，利用可能な地下水の緩

衝機能が失われつつある，としている。

こうした自然資源の劣化に加え，世界的

な気象条件の不安定化が，今後予想される

食料需要の増大に対応する安定的な供給へ

の懸念を著しく増大させている。同白書に

おいては，世界的な農業の生産性の伸び率

が多くの地域で鈍化している点に警鐘をな

らしている。

2　家族農業の価値とわが国
　　農業政策への示唆　　　
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働力に依存する場合の取引・管理コストの

高さによるものとされている。特に，今後

長期的にみた場合，農地の限界性，食料需

要の増大が世界的な課題となり，その際に

は短期的な経済合理性ではなく，小規模経

営の持つ土地生産性の高さ，土地利用の持

続可能性といったことの意味が，さらに重

要性を増すものといえよう。

第二に，小規模経営の社会的な面での波

及効果である。一般に労働集約的な小規模

経営は雇用の吸収力が高い。特に，女性・

高齢者といった，他の就業機会を得ること

が難しい人々にとって，重要な就業の場を

提供している。今回，国連が家族農業年を

決定した背景の一つにはジェンダー問題が

あり，家族農業を支援することにより，女

性の労働の場を改善しようとする意図も強

く働いている。さらに，小規模経営が加工

と結びつき地域の食料市場を形成するとき，

そこで生み出される雇用は，農村地域にお

いては無視できない存在となる。

第三に，小規模経営の持つ様々な意味で

の安定性の高さである。自給的傾向の強い

小規模経営は，血縁・地縁の互酬関係によ

り生産物を共有し，食料危機等不安定な市

場へのリスク対応を行う。また，経済的な

変動においても，農家から都市に出た者が

都市において失職した際のセーフティネッ

トとしての機能を果たす。さらに，小規模

経営の収入の多様性，特に農外所得による

経営の安定性が高く評価されている点が注

目されよう。

本報告書であげられている事例としては，

いる。各国の農業構造自体が大きく異なる

ものであることから，小規模経営を一律の

規模基準といったもので定義することは困

難である。報告書において，小規模経営は，

①家族（単一または複数）によって営ま

れ，主として家族労働により経営が行われ

ていること，

②保有している資源（特に土地）に限界

があり，持続可能な生活を営むためには高

水準の総要素生産性が必要となること，

③農外の活動からの収入に依存する割合

が高く，それが経営の安定化に寄与してい

ること，

④生産・消費両面の経済単位であり，合わ

せて農業労働力の供給源となっていること，

等の特性を有するとされている。

こうした特性は兼業農家を含め，わが国

の多くの農家が有するものである。また，

世界的にみても，先進国を含めた多くの国

において農業の基幹的部分を担っているも

のといえよう。報告書においては，そうし

た小規模経営の持つ価値について以下のよ

うな点を指摘している。

第一に，食料の供給に果たす小規模経営

の役割の大きさという点である。報告書に

おいては，世界的にみた小規模経営の土地

生産性の高さを指摘しており，そこで紹介

されている調査
（注8）
によると，全世界における

小規模経営は少なくとも２億５千万戸存在

し，耕作可能な農地の10％を利用している

にすぎないが，世界の食料の20％を生産し

ている。この生産性の高さは，自営農業の

場合の労働インセンティブの高さ，雇用労



農林金融2014・1
57 - 57

こうした小規模経営（家族農業）の有す

る様々な価値は，特に開発途上国において

重要であるといったものもあるが，基本的

には全世界的視野で問題にすべきものであ

る。事実，EUでは13年９月，農相非公式

特別会合が開催され，「不幸にも，高度に

競争的でグローバルなビジネス環境のもと

で，家族農業は…多くの困難に直面して
（注10）
」

おり，「家族農業の重要性とそれが直面す

る困難を顧み，とくに家族農業を統合する

協同組合や生産者組織の発展を支援する環

境をつくりだす」こと，また「EU，国，地

域の各レベルの政策がどのように，またど

の程度家族農業の持続可能性を強化できる

か」について議論を行っている。
（注 5） FAOに置かれた委員会であり，国際農業開
発基金等，多くの関連する機関が構成員となっ
ている，世界の食料安全保障および栄養に関す
るプラットフォームとして重要な役割を果たし
ている。

（注 6） CFSにおいて，政策と科学をつなぐ役割を
担うものとして2010年に設置され，科学的知見
に基づいてCFSに助言し，政策立案を支援する
組織。

（注 7） 原文ではsmallholdersであり，通常，英
和辞典等では小自作農とされているが，上記翻
訳書においてはより一般的な意味を含め，小規
模経営と訳した。このsmallholdersは同報告書
の中でも，ほとんど家族農業と同義に使われて
いる。

（注 8） Dan, 2006  Agriculture, rural areas and 
farmers in China.

（注 9） Mayaud, 1999  La petite exploitation 
rurale triomphante.

（注10） 以下，引用は「農業情報研究所」インター
ネットニュースによる。

（2）　わが国農業政策への示唆

こうした国連，EU等の姿勢に対比すると，

わが国で現在行われている議論の方向はか

極めて近代化が進んだオランダ農業におい

ても農業経営の80％以上が男女の別を問わ

ず農外賃労働に従事していたこと（計算上，

所得の30～40％が農外所得），フランスにお

いてもフルタイムの農業経営の半数以上が

「その他の有給活動」に従事していたこと，

イタリアでは全農業経営の90％以上が多就

業活動を行っていたこと，などが示されて

いる。一方，フルタイムで農業生産に従事

している専門特化した農業経営の多くが，

近年の経済・金融危機において極めて脆弱

であり，その多くが閉鎖に追い込まれたと

の報告があげられている
（注9）
。

第四に，環境面における重要性である。

報告書では，集約的で専門特化した農業生

産システムにおいては化学肥料，農薬の集

約的使用や家畜の集約的飼養がしばしば深

刻な生態系不均衡を引き起こしており，こ

れに対し，小規模経営は生物多様性の保存，

在来種の保護といった面での貢献が大きい

点が指摘されている。そうした在来種の保

護は，厳しい自然条件，干ばつ，熱帯性疫

病といった事態によく適応しており，交配

計画において貴重な遺伝資源となるもので

ある。

第五に，小規模経営の果たす，社会的・

文化的重要性である。世界の多くの地域に

おいて小規模経営は，少数民族等，社会的

な排除を受けてきた人々に避難場所を提供

してきており，また，多くの地域において

芸術，音楽，ダンス，口承文学，建築など，

バラエティに富んだ文化遺産を継承してき

ている。
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ることは，大規模化した農業法人にとって

も極めて重要である。大規模法人と地域の

関係を考える際，以下のような点を考慮す

る必要があろう。

第一に，農業の基盤となる農地，農道，

水路といったインフラが，長期にわたる地

域の共同作業によって造り上げられ，維持

されてきた，いわば共有財産としての側面

を有していることである。特に，用・排水

施設は，極めて長期にわたる多くの人々の

努力により支えられてきたものであり，地

形の急峻なわが国において淡水を有効利用

していくための重要な社会的基盤であると

いえよう。農地中間管理機構案の検討過程

にみられたように，農外の大企業が集積し

た優良農地を使用できるようにし，多くの

小規模農家が退出していくという発想で，

農村地域における農業インフラが果たして

維持していけるのか（少なくともそうした

懸念に配慮がなされたのか）強い疑問が残

る。

第二に，農業インフラのみならず，学校，

病院，商店，ガソリンスタンド等，様々な

社会的基盤を維持していくうえで，地域に

多様な人々が暮らしていることが極めて重

要であるということである。一部論者の中

には，大規模農業法人と兼業農家の対立構

造を強調する傾向もみられるが，当総研で

ヒアリングした多くの大規模農業法人の経

営者は（兼業農家に対する意識のいかんにか

かわらず），地域から人がいなくなり，社

会的基盤が維持できなくなってしまうこと

には強い懸念を持っており，兼業農家を含

なり異なったものであるように思われる。

13年12月15日現在，農林水産省のHPにお

いて「国際家族農業年」（または「国際農家

年」他）の単語で検索しても，該当する事

項は全く検出されない。現在の農政におい

て強調される，大規模化，企業化，企業参

入といった効率化一辺倒の方向性におい

て，家族農業の価値が顧みられることは極

めて少ないように感じられる。

前記の国連の問題意識，またハイレベル

パネルの報告書にみられる家族農業の価値

は，やや抽象的にいえば，家族農業を中心

とする農業構造が持つ柔軟性・持続可能性

であり，それが社会的・自然的な危機，変

動に対して有する耐性であるといえよう。

特に注目されるのは，いわゆる兼業農家に

対する評価であり，報告書においてはそれ

がリスク耐性を有するものとして高く評価

されていることである。一方，わが国にお

いては，政策的にも，またマスコミ等の論

評においても兼業農家に対してはそのマイ

ナス面を強調することが多いように感じら

れる。

現在急速に進行しつつある農村の高齢化，

後継者不足をみるとき，集落営農化，法人

化といった施策は一つのやむを得ない方向

性であろう。しかし，その際においても，

兼業農家を急速に農外に追いやるというこ

とではなく，むしろできるだけ多くの住民

が農村地域に暮らしていけるように配慮す

ることが重要であると思われる。小規模農

家を含め，農村地域に多様な農業経営体が

存在し，農村地域自体が持続可能性を有す
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様な人々が地域に存在することが重要とい

えよう。

農業法人にとって，地域社会の存在は，

弾力的な労働力の確保，農外事業における

収益機会という二重の意味において重要な

役割を果たすものといえよう。

以上のとおり，国連の家族農業年の背景

には，家族農業の有する自然的・文化的・

社会的な様々な価値への再評価があり，そ

のことはわが国にとっても決して無縁のこ

とではない。現在，TPPに象徴される世界

的な貿易自由化の動きがあり，そうした自

由化の行きつく先には，巨大な集約化農業

により，多くの家族農業は存在が許されな

い状況が予想される。価格のみを評価の基

準とし，市場システムでは評価されない多

くの価値を有する家族農業が消えていって

しまうことには強い危惧を覚える。

国際家族農業年を契機として，わが国に

おいてもそうした価値の見直しに関する議

論が高まることを期待したい。
（はら　こうへい）

めた地域農業が維持されることを望む声も

強い。

第三に，大規模農業法人自体の経営にと

って，地域社会とのかかわりが重要だとい

う点である。まず，農業法人が大規模化し

た際，常に問題となるのが雇用労働力の問

題であろう。農業における労働の季節性か

ら，その需要には不可避的に繁閑が生ずる。

仮に加工等の事業を組み合わせた場合にお

いても，その作業にも繁閑が生ずる。そう

した不安定な労働力需要に対応し得るのが，

地域内のパート労働力であり，その多くは

小規模農家の主婦，高齢者等であろう。そ

うした地域内の弾力的な労働力供給が無く

なった場合，大規模農業法人の経営自体が

不安定化せざるを得ない。

また，多くの農業法人は，その経営の安

定化，収益機会の拡大，雇用労働力の有効

活用等のため，加工，直売所，農家レスト

ラン等の事業を営むケースが多い。地域維

持の観点も含め，買い物配送サービス，福

祉事業等，農業とは直接関連のない事業を

営むケースもある。こうした様々な事業を

営むうえでの顧客を確保するという観点か

らも，地域社会の維持は不可欠であり，多

おわりに




